
１．医療情報取得加算
当院ではマイナンバーカードを健康保険証として使用できる
体制を整えており、オンライン資格確認を行っております。
オンライン資格確認により受診歴、薬剤情報、特定検診情報、
その他必要な診療情報を取得・活用することでより質の高い
医療の提供に努めております。

２．医療ＤＸ推進体制整備加算
医療ＤＸ推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施す
るための十分な情報を取得し、活用して診療を行います。

３．明細書発行体制等加算
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進
していく観点から、会計時に個別の診療報酬の算定項目がわ
かる明細書を無料で発行しております。

４．時間外加算
平日１８：００以降または土曜日１２：００以降にご受診さ
れますと夜間早朝等加算50点が算定されます。

５．一般処方名加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品
名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処
方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う場
合があります。
一般紙処方によって特定の医薬品が不足した場合であっても、
患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般処方名とは・・・お薬の「商品名」ではなく、「有効
成分」を処方箋に記載することです。
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当院では、以下の項目につき
院内掲示でもお知らせをしております
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